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In this paper, the purpose of this paper is to clarify the actual situation of single-family houses and 

surrounding locations, and to verify the possibility of continued use of temporary wooden houses. The 

occupancy rate for single-person housing was approximately 90%, and for both single-person households 

and elderly households, approximately 60%. In order to reduce the number of people dying alone, it is 

necessary to create an environment where it is easy to participate in existing communities and create 

opportunities to talk with people. Convenience of living was higher in flatland housing complexes than 

in mountainous areas. By using wooden temporary housing as stand-alone housing, it is possible to secure 

housing for disaster victims, people who cannot move into existing public housing, and pet owners. In 

this way, we believe that there is value in continuing to use wooden temporary housing so that no one is 

left behind. 
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１．はじめに  

東日本大震災が発災して以降，応急仮設住宅(以下，

仮設住宅)としてプレハブ仮設住宅の他に木造仮設住

宅が多くの災害で建設され始め，熊本地震では恒久利

用可能な RC 基礎を用いた木造仮設住宅が建設された。

仮設住宅の供与期間終了後は県から各市町村へ譲渡が

実施され，現地利活用された内の約 89.3％が公的住宅

として利用されている 1)。このような活用は通常の公

営住宅や災害公営住宅の代替としての役割を担い，さ

らに，東日本大震災の際に建設された災害公営住宅で

問題となっている空室化対策にも有効であると云える。

また，利活用後の公的住宅団地内においても，単身世

帯や高齢世帯等の交通弱者の入居が想定されるため，

中長期的な視野での継続利用を踏まえると，団地内に

おける高齢者等へのケアやサポートなどの支援，団地

から周辺施設までの生活利便性などを考慮した配置計

画は重要な要因であると考える。 

そこで本論では，木造仮設住宅を単独住宅注 1)として

現地利活用を行っている熊本県内の各市町村における

木造仮設住宅の供与期間終了後の利活用から現在まで
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の改修や支援，入居世帯の属性等の実態や，各団地の

周辺施設との関係などの立地状況を明らかにし，仮設

住宅の継続利用の可能性を検証することを目的として

いる。 

 

２．本研究の位置付け 

 木造仮設住宅の利活用に関する研究としては，木造

仮設住宅が多く建設された東日本大震災，仮設住宅の

基礎が RC 基礎に変更され，恒久化が可能となった熊

本地震において多くの蓄積がある。熊本地震に関して

は仮設住宅建設後から現在までの利活用の実態を明ら

かにした研究が多くされている中で，利活用後の公的

住宅に着目した研究は，拙者ら 2)の熊本県御船町の町

営単独住宅を対象とした団地内での交流活動及び住宅

の居住性に関する研究のみである。 

 また，仮設住宅を公的住宅として一定期間利活用し

ていく上で，入居者の生活利便性は必要な要素の 1 つ

であり，団地の周辺環境が影響すると考える。仮設住

宅の立地による生活利便性に関する研究としては，船

場ら 3)の 阪神・淡路大震災における仮設住宅の立地や

利便性に関する研究や，今井ら 4)，小野田ら 5)の愛知

県及び横浜市における災害時の建設用地に着目した生

活利便性に関する研究などが挙げられるが，実際に仮

設住宅として建設され，現在も公的住宅として利用さ

れているものを対象にした研究は行われていない。本

稿は，上述の研究を踏まえた上で，利活用後の公的住

宅の現状や立地状況等の実態を明らかにすることで，

仮設住宅を解体せず，継続利用をしていくための知見

を得ることができると考えられる。 

  

３．調査方法  

2021 年 12 月,翌 1 月に熊本地震の際に木造仮設住宅

を整備した熊本県内の 11 市町村全てに仮設住宅の利

活用に関する内容や仮設住宅が現地利活用された公的

住宅の入居世帯の属性注 2）等を質問票として送付し，

回答を得た。2022 年 8 月，2023 年 9,10 月に仮設住宅

の現地利活用を行っている 8 市町村に公的住宅への入

居方針や改修工事の内容，各団地の家賃，入居世帯の

属性等を質問票として送付し，7 市町村から回答を得

た注 3)。 

また，各団地の立地状況については，日本地図セン

ターが公開している「暮らしやすさ」評価スコアの評

価軸 6)を参考に病院，小学校等を含む 12 種の施設を選

定し，QGIS を用いて，国土交通省の国土数値情報 7)及

び i タウンページ 8)から熊本県の土地や団地周辺の施

設情報の収集を行った注 4)。なお，団地ごとの生活利便

性の評価方法は山岸ら 9)の研究を参考に行った(5 章で

詳述)。 

 

４．仮設住宅利活用後の単独住宅の実態  

  

4.1 単独住宅への入居方針 

 各市町村の単独住宅への入居に関しては，宇城市を

除く市町村で被災者を優先的に入居させる意向があり，

実際に入居する住戸は，宇土市や御船町では抽選によ

り選択が行われた(Table 1)。宇城市に関しては，被災者

の入居を優先的に行っておらず，あくまで災害公営住

宅や既存の市営住宅に入居できない方を対象とした住

宅として利用されているため，他の市町村との利用用

途とは異なっている。このように，単独住宅という利

点を活かし，既存の公営住宅と同様の使い方ではなく，

セーフティネットとしての役割やペット飼育者が入居

可能な住宅としての活用方法も有用である。その他の

活用方法として，今後は単身世帯，子持ち世帯等に特

化した条件付きの住宅としての利用も検討項目である

と考える。 

 

4.2 継続利用のための改修工事 

 仮設住宅から継続して，公的住宅として活用してい

く中で，改修工事が行われた。その中で，団地構内(砂

利敷部)の舗装が 6 市町村と多く実施されており，次

いでフェンスの設置，アコーディオンカーテンの建具

への変更，玄関周りの改修，浄化槽の埋没，洗濯機置

き場の改装が 3 市町村で実施，住宅の 2 戸 1 化につい

Table 1 各市町村における単独住宅への入居方針 

単独住宅への入居方針

御船町 災害公営住宅を含めた希望調査を実施し，抽選会の際は優先事項（高齢者、地元、子育て世帯等）に合わせて抽選

西原村 熊本地震により被災し，住宅の再建が困難な方のみ入居対象

宇城市 金銭的な理由により移転出来ない方や市税の滞納者・ペット飼育者（市営住宅の入居条件に該当しない方）を対象

氷川町 被災者として既に入居されている場合は継続入居，それ以降は優先権の抽選による入居申込み

美里町 大規模半壊以上の中から入居希望者を公募

宇土市 被災者の希望に寄り添うため,住みたい場所や間取りなどの希望に合わせて抽選会のくじで住む場所や住戸を選択

山都町
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ては美里町のみが実施していた(Table 2)。改修工事を

実施する際に居住者への説明会が実施されたのは西原

村であり，意見聴取が行われたのは美里町のみであっ

た。美里町の意見聴取では，居住者からの要望として

洗濯機置き場の室内化が挙げられ，実現している。ま

た，美里町のみ 2 戸 1 化を実施したため，改修の際は

同団地内の空き住戸への一時的な転居が行われたが，

他の市町村では大規模な改修がなかったことから転居

は行われていない。 

最も多くの団地で行われた団地構内の舗装は高齢者

や子供などの移動のしやすさや自動車の駐車時の騒音

の改善のためには必要な改修であるが，住宅内のア

コーディオンカーテンの引き戸への変更や洗濯機置き

場の室内化などの改修は，公営住宅の代替としての利

用を考えていく上で，居住性向上のための必須項目で

あると云える。また，単独住宅入居者への居住性に関

するアンケート調査 2)内で住宅内の収納に関しての不

満傾向が高いことが明らかとなっていることから，宇

土市で行われているような物置の設置も有効であると

考える。 

 

4.3 現在の自治会の実態 

 自治会の設立については，7 市町村中 6 市町村で団

地内に自治会は設立されておらず，地元の自治会や行

政区に所属している状況で，美里町のみ自治会の設立

について説明を実施した上で，実際に設立をしている

(Table 3)。自治会設立の際に難しい点として，未経験者

であれば仕事量に対する負担が大きく，かつ被災者で

あれば仮設住宅からの転居等による環境の変化で心身

の負担が大きいことが挙げられ，宇土市ではその改善

策として，既存行政区に分散して団地を配置し，既存

の行政区内に溶け込む形で参加できるようにし，自治

会長にもサポートをお願いすることで，被災者の負担

軽減を図っている。このように既存の自治会や行政区

に入居者を所属させる場合には，その自治会長や役員

に自治会というコミュニティへの参加しやすい環境作

りを行うように行政が促すことで，団地内での孤立化・

孤独死の低減に繋がると考える。  

 

4.4 団地内における入居者への支援 

 団地内の入居者への支援については，御船町と山都

町では地域の民生委員，西原村は村内にある災害公営

住宅と単独住宅，既存の村営住宅の見回りを村が委託

した業者と地域支え合いセンターによる支援が行われ

ており，その他の市町村では行われていない。支援の

頻度は，御船町，山都町が月 1 回，西原村が週 5 回で

あり，西原村における支援は十分行われていると云え

る。支援が全く行われていない市町村に関しては，西

原村のような業者への委託や郵便局，民間事業者の活

用などにより人と会話をする機会の提供を行うことが

孤立化防止に有効であると考える。  

 

4.5 単独住宅の今後について 

今後，単独住宅の入居者が減少した際の方針に関す

る質問に対して，宇城市以外の 6 市町村は一般公募に

よる入居を促す方針であり，宇城市については 4.1 で

自治会設立

の有無

御船町 ×

西原村 ×

宇城市 ×

氷川町 ×

美里町 〇

宇土市 ×

山都町 ×

・未経験者の場合、役員選出や行事、予算決めなどの負担が多い。ゴミ出し当番や地域の清掃作業等の活　動，会費

　の徴収や業者委託するものを決定することから始めなければならないため、被災し仮設住宅から恒久的な住宅への

　移転などによる環境変化も多い中で，自治会のルール作りから行うことは心身の負担が大きい。(宇土市)

・設立は、以前より自治会をしていたこともありスムーズに出来たが，運営に関しては様々な地区の集まりであるた

　め、コミュニケーション面で難しい。(西原村)

・単独住宅の入居者が少ない。(宇城市)

自治会設立の難しい点

Table 2 各市町村における改修工事の内容 

Table 3 各市町村における自治会設立の有無と難しい点 

御船町 西原村 宇城市 氷川町 美里町 宇土市 山都町 団地数

構内舗装(砂利敷部)の舗装 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

フェンスの設置 〇 〇 〇 3

アコーディオンカーテンの建具への変更 〇 〇 〇 3

玄関周りの改修 〇 〇 〇 3

浄化槽の埋没 〇 〇 〇 3

洗濯機置き場の改装 〇 〇 〇 3

排水工事 〇 〇 2

物置の設置 〇 1

２戸１化 〇 1

その他 〇 〇 2
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も触れたように，被災者や特段の事情がある方の住宅

として活用する予定となっている。現在でも宇城市は

一般公募による入居は行っておらず，ペット飼育者で

公営住宅に入居できなった方や既存の公営住宅が使用

できなくなった場合の転居先として活用されている。

また，現時点でどのくらいの期間利用していく予定か

という質問に対しては，4 市町村が約 30 年程度，残り

3 市町村が未定・状況次第という回答であった。どの

市町村も近々で解体する予定や他の用途として利用す

る予定はなく，このまま継続して利用が行われれば，

災害公営住宅や公営住宅の代替となる中長期的な利用

を見据えた住宅ストックとしての役割を果たすことが

できると考えられる。 

 

4.6 各団地におけるペットの飼育可否 

 熊本地震の際はペットとの同行避難が認められてい

たため，仮設住宅退去後，ペットを飼育している被災

者は災害公営住宅や既存の公営住宅へ入居ができない。

そのため，入居条件を各自治体が決定できる単独住宅

は，どの自治体においてもペット飼育者のセーフティ

ネットとしての価値が高いと云える。各市町村でみる

と，宇土市，美里町，山都町は全住戸でペット飼育が

できず，西原村，御船町，氷川町は単独住宅入居以前

から飼育しているペットに限り許可されている(Table 

4)。宇城市においては，御領再建住宅と曲野長谷川再

建住宅で全住戸ペット飼育が可能となっている。ペッ

トを飼育している被災者は，ペットと共に過ごすこと

で心の安定に繋がり，心身共に健康的な生活を過ごす

ことができると想定されるため，どの自治体において

もペット飼育可能な単独住宅を設定し，活用する価値

が高いと云える。 

 

4.7 各団地における単独住宅の家賃の現状 

次に各団地の家賃に関しては，美里町の中央庁舎復

興団地，くすのき平復興団地を除いて，1K・1DK は

5,500～7,000 円，2DK は 8,200～11,000 円，3K・3DK

は 11,400～14,000 円の間となっており，同じ間取りで

値段の差は約 3,000 円程度であり，金額の差はあまり

なかった(Table 4，Fig.1)注 5)。公営住宅と比較して，単

独住宅の方が安いという傾向はなく，要因としては，

既存ストックの築年数などの影響が考えられる。しか

し，美里町においては 2DK においても，くすのき平復

興団地で 20,000 円と他の団地の 3DK の家賃よりも高

く，公営住宅の家賃よりも高かった。また，2 戸 1 化

を行っている 2LDK と 3LDK の住戸はそれぞれ家賃が

35,000 円，45,000 円と他団地内で最高家賃である氷川

町の 3DK の住戸と比較しても約 2.5 倍，3.2 倍とかな

り高額であることが分かる。これは，合築したことに

よりリビングが追加されたことや一戸当たりの延べ床

面積が通常の 3DK(約 40m2)と比較して 2LDK(約 52 m2)，

※宇土市の公営住宅の家賃は災害公営住宅の家賃を記載 
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Fig.1 転用住宅の団地別部屋タイプごとの家賃 

Table 4 各市町村における各団地のペット飼育 

可否と単独住宅と公営住宅の家賃 

部屋タイプ 家賃(最低) 戸数(戸) 部屋タイプ 家賃(最低)

1DK 6,500 5 1LDK 15,000

2DK 9,800 8 2LDK 19,900

3K 13,100 1 3LDK 24,100

2DK 9,800 10

3DK 13,100 2

1DK 5,700 2 ２K 2,500

2DK 8,600 6 ３K 4,300

3K 11,400 2 ２DK 2,900

1DK 5,700 6 ３DK 4,800

2DK 8,600 9 ４DK 10,300

3K 11,400 5 ２LDK 13,200

1DK 5,700 2 ３LDK 13,700

2DK 8,600 9 ４LDK 22,400

3K 11,400 2

2DK 22,000 11 2DK 5,700

2LDK 35,000 3 2LDK 18,700

3DK 30,000 2 3K 7,600

2DK 20,000 5 3DK 7,000

2LDK 35,000 2

3DK 28,000 2

3LDK 45,000 2

1K 5,500 7 2LDK 17,300

2DK 8,200 28 3LDK 20,800

3K 11,000 2LDK 17,500

3K 12,100 3LDK 20,100

1DK 5,500 4

2DK 8,200 6

3K 11,000 3

1DK 6,100 8

2DK 9,300 17

3K 12,400 3

1DK 6,800 4

2DK 10,300 9

3K 13,800 4

1DK 6,800 2

2DK 10,300 4

3K 13,800 2

2DK 9,400 4

3DK 12,300 2

1DK 7,000 3 2DK 3,200

2DK 11,000 6 3DK 27,000

3DK 14,000 5

2DK 11,000 9

3DK 14,000 5

1DK 7,000 3

2DK 11,000 6

3DK 14,000 2

11

氷川町 町有鹿島住宅

入居以前から

飼育されていた

ペットに限りOK

町有島地住宅

町有野津住宅

井尻再建住宅

曲野長谷川再建住宅

御船町

西原村

美里町

ペット不可原一般住宅山都町

公営住宅

宇土市

境目第２団地

境目第３団地

御領再建住宅

宇城市

ペット

ペット可

ペット不可

ペット可

団地名
単独住宅

ペット不可

中央庁舎復興団地

くすのき平復興団地

入居以前から飼

育されていた

ペットに限り

OK

西木倉団地

滝川団地

南木倉団地

田代東部団地

小森団地

入居以前から飼

育されていた

ペットに限り

OK

ペット不可
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3LDK(約 62m2)と約 1.3 倍，約 1.6 倍と大きいことが要

因として考えられる 10,11)。なお，美里町内の公営住宅

等は 2022 年度末で約 44.9%が耐用年限を経過してい

る状況であり，計画期間を含めると公営住宅等全体の

約 79.1％が耐用年限を経過するとされている 11)。この

ことから，美里町の単独住宅は築年数が短いことや公

営住宅等の建て替え費用の捻出の目的，さらには子持

ちの若年世帯を対象としているなどの要因が家賃の高

額化に繋がっていると考えられる。 

 

4.8 現在の単独住宅の入居世帯の実態と変化 

 木造仮設住宅の現地利活用を行い，単独住宅として

現在利用している 8 市町村のうち，回答の得られた 6

市町村 14 団地における，入居率，高齢世帯率，単身世

帯率，被災・一般公募世帯(以下，一般世帯)率の 4 分

類について現在(2023 年 9，10 月)の入居世帯の特徴を

述べるとともに，過去(2021 年 12 月，2022 年 1 月)の

入居世帯との比較を行う。 

まず，入居率について，入居率の低い御領再建住宅，

井尻再建住宅，曲野長谷川再建住宅は全て宇城市内の

団地であり，これは一般公募を行っていないことが要

因であると考えられる(Fig.2)。全団地の平均は一般公

募を行っていない宇城市を除くと，約 93.3％と高い傾

向にある。このことから，どの市町村でも単独住宅の

需要があることが伺える。全団地における高齢世帯の

平均は約 60.8％であり，高齢者のセーフティネットと

しての役割を果たしている(Fig.3)。また，全団地にお

ける単身世帯の平均が 57.7％と，2 世帯に 1 世帯以上

は単身世帯が入居している現状であることから高齢者

だけではなく，単身者に対するソフト面でのケアも必

要となってくる(Fig.4)。被災・一般世帯については，被

災世帯の割合は平均で約 36.1%であり，半数の 7 団地

では一般世帯の割合の方が高くなっている(Fig.5)。 

2021 年との比較では，入居率，高齢世帯率，単身世

帯率の増加している団地が半数以上存在している一方

で，被災世帯率は約 7 割の団地が減少傾向にあった

(Fig.6)。唯一，割合の増加している曲野長谷川団地は

宇城市の団地であり，これは市営住宅等に入居してい

た被災者の転居によるものであると推察される。また，

一般世帯の割合が増加した団地において，約 7 割の団

地が同時に高齢世帯も増加していたことが確認された。

今後，多くの市町村が継続して活用していく上で，一

般公募による入居を促す方針であることから，入居率

は今後も増加，維持されていくことが予測され，それ

に伴い，高齢世帯や一般世帯の割合も増加していくと

考える。 

５．単独住宅の生活利便性 

 

5.1 各団地における生活利便性の評価方法 

生活利便性の評価に用いる施設は，参考文献 6)の中

から，入居者の多くが利用すると想定される購買施設

（スーパーマーケット(以下，スーパー)，コンビニエン

スストア(以下，コンビニ)），公共施設（役場，郵便局，

銀行等注 4）),育児・教育施設(保育園等注 4)，小学校，中

学校)，医療施設(病院，診療所)，福祉施設，交通施設

(バス停)の 6 分類，12 種の施設を選定した。生活利便

性の評価方法は，山岸ら 9)の研究を参考に各団地から

各施設までの道路移動距離を計測，点数化を行い，団
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Fig.2 各市町村の単独住宅の入居率(N=14) 

Fig.3 各市町村の単独住宅の高齢世帯率(N=14) 

Fig.4 各市町村の単独住宅の単身世帯率(N=14) 

Fig.5 各市町村の単独住宅の被災世帯率(N=14) 

Fig.6 各世帯属性の増減(2021～2023)(N=14) 
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地からの近接性で評価を行う。利用圏域は，対象市町

村の地域性を踏まえ，自動車による移動を想定した 6

㎞とし注 6)，団地から 6km 内にある施設のうち最も近

い施設までの道路距離を計測した。6 ㎞を 10 段階に区

分し，距離に応じて点数換算を行った(Table.5)。ただし，

小・中学校，バス停に関しては，徒歩での利用を想定

し，小学校 4km13)，中学校 6km13)，バス停 300ｍ12)を採

用した。 

 

5.2 団地周辺の地形による生活利便性の比較 

各団地を周辺の地形によって，平地部(13 団地)と山

地部(5 団地)に分類し，生活利便性の比較を行った。各

団地の各施設に対する点数の合計を見たところ，山地

部の団地において合計点数が低くなっており，平地部

よりも山地部の団地での生活利便性が低いことが云え

る(Fig.7)。次に，各団地の各施設に対する点数の平均

値を見ると，バス停を除く全ての施設において山地部

よりも平地部の団地の方が高いことが分かった(Fig.8)。

また，平地部の団地は 12 種の施設中 8 種の施設が 8 点

(1200m≦L<1800m)以上であり，自動車で約 2 分半の圏

内に施設が位置していることから，生活利便性が高い

ことも分かる。バス停については，平地部の 10 団地に

おいて，点数が 0 点(300m<L)である一方で，山地部の

3 団地においては，9 点(30m≦L<100m)，10 点(0m≦

L<30m)であり，団地の近傍にバス停が位置していた

(Fig.9)。山地部に位置する団地は，各施設までの距離

が比較的遠いことから徒歩での移動は困難であり，生

活には自動車による移動が必須となることから，自動

車を持たない高齢入居者の移動手段となるバスの利用

に配慮し，一部の団地で，団地をバス停の近傍に整備

した，或いは団地整備後に新たにバス停を設置したこ

とが考えられる。 

 

5.3 入居世帯を想定した生活利便性の評価 

現在でも単独住宅での入居割合が高く，今後も増加

していくことが予測される高齢世帯，継続利用を行っ

ていく中で，一般公募による入居が想定される子持ち

世帯，それぞれに対する単独住宅の生活利便性の評価

を行う。 

まず，両者共通して利用する施設である購買施設，

公共施設，医療施設，交通施設の 4 分類，8 種の施設
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Fig.7 各団地における施設別得点の総計 

Fig.8 周辺の地形別における施設の平均点 

Table 5 対象施設とその利用圏域及び点数

表 

Fig.9 各施設における各団地の点数 

分類 施設 利用圏域

スーパー 10点 0<L<600

コンビニ ９点 600<L<1200

役場 8点 1200<L<1800

郵便局 7点 1800<L<2400

銀行等 6点 2400<L<3000

福祉施設 福祉施設 5点 3000<L<3600

病院 4点 3600<L<4200

診療所 3点 4200<L<4800

中学校 2点 4800<L<5400

保育園等 1点 5400<L<6000

小学校 4km 0点 6000<L

交通施設 バス停 300m

※小学校，バス停も同様に点数化

点数表※

L＝道路距離(ｍ)

育児・

教育施設

医療施設

公共施設

購買施設

6km
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について考察を行う(Fig.9)。購買施設に関して，徒歩

圏内の 800m12)以内である 10 点(0m≦L<600m)を持つ

団地はコンビニで約 38％，スーパーで約 19％である

ため，これらを利用する際は，多くの団地で自動車や

バスの利用が必要である。また，スーパーについては

平地部の団地のほとんどが 7 点(1800m≦L<2400m)で

あり利便性は高いと云えるが，山地部の団地の中には

3 点(4200m≦L<4800m)以下の利便性が低い団地も存

在する。次に公共施設について，郵便局は 9 点(600m≦

L<1200m)の団地が約 56%と最大であると同時に，1 団

地以外が 7 点(1800m≦L<2400m)以上となっているこ

とから比較的利便性が高いと云える。役場，銀行等に

ついては，平地部の団地の多くが 7 点 (1800m≦

L<2400m)以上であることから，購買施設と同様に平地

部の団地での利便性が高い。医療施設について，病院

は車で約 10 分の位置にある 3 点(4200m≦L<4800m)以

下の団地が約 56％を占めており，さらに，徒歩圏内に

病院が立地する団地はなかったことから，病院に対す

る利便性は全体として高くないと云える。しかし，診

療所に関して，平地部の団地は全て 7 点以上であるこ

とから，軽度の病気の診療については平地部の団地で

利便性が高い。交通施設については，約 72％の団地で

3km 圏外にしかバス停がなく，バスの利用に対する利

便性は全体的に低いため，どの入居者も自動車の保有

は重要であるが，使用していない人はバス停が近接し

た位置にある団地を選択する必要がある。 

(1) 高齢世帯 

 高齢者が利用する施設として想定される福祉施設は，

車で約 5 分の位置にある 7 点(1800m≦L<2400m)以上

の団地が約 56％となっており，この全てが平地部であ

ることから，平地部における利便性は高いと云える

(Fig.9)。一方で山地部の団地は，全てが 4 点(3600m≦

L<4200m)以下で，0 点(6000m<L)の団地も 3 団地ある

ことから，山地部の団地での利便性は低いと云える。

ただし，福祉施設には送迎付き施設もあるため，山地

部に入居する高齢者に対し，施設側のサポートがあれ

ば，団地との距離があっても問題はないと云える。 

(2) 子持ち世帯 

子持ち世帯が利用する施設として想定されるのが，

育児・教育施設である(Fig.9)。まず，保育園等について

は，平地部の方では利便性の高い団地は多く，徒歩圏

内にある団地も約 28％存在した。山地部の団地におい

ては，最低でも 4 点(3600m≦L<4200m)であり，車での

送迎を仮定すると，最大でも約 9 分程度であることか

ら，車を保有している世帯であれば，どの場所でも特

に問題はないと云える。小・中学校については，多く

の団地が 7 点(1800m≦L<2400m)以上の中で，山地部の

団地の中には適正距離を超えた団地も存在している。

そのため，それらの団地に入居する場合は，車での送

迎やバス通学をする必要があり，親の身体的，金銭的

な負担が生じる可能性がある。 

  

６．まとめ 

木造仮設住宅を現地利活用した単独住宅は 8 市町村

で 269 戸である。今回対象とした 7 市町村中 5 市町村

が被災者の優先入居や一般公募を行い，現在では入居

率も約 93.3%(宇城市の団地を除く)と高い一方で，単身

世帯，高齢世帯共に約 6 割と孤立化や孤独死のリスク

が高い入居者の割合が高くなっているのが現状である。

自治会については美里町以外，既存の自治会や行政区

に所属する形であり，宇土市ではあえて仮設団地を分

散配置させることで，既存の行政区に溶け込めるよう，

自治会長に対しサポートを促していた。また，入居者

への支援については，一部の市町村で民生委員や業者

による委託訪問が行われていた。孤立化や孤独死の低

減のためには，このような，入居者が既存のコミュニ

ティに参加しやすい環境作りや人と話す機会の創出が

必要であり，行政や社会福祉協議会等による入居時か

らのサポートが重要であると考える。利活用に際した

改修工事については，団地構内の舗装が 6 市町村と多

く挙げられたが，通常の住宅とは異なる仕様の室内の

アコーディオンカーテンによる間仕切りを引き戸への

変更や，屋外の洗濯機置き場の室内化は 3 市町村のみ

と少なかった。単独住宅を公営住宅等の代替として利

用することを考えると，上記 2 項目は居住性向上のた

めには必須項目と思われる。 

単独住宅における生活利便性の評価に関しては，山

地部の団地よりも平地部の団地の方が，各施設までの

得点の総合値，各施設における平均点が高いことから，

平地部に位置する団地は生活利便性が高いと云える。

しかし，バス停については，平地部の団地の近傍には

なく，逆に山地部の一部の団地に近接した位置にあっ

たことから，車を持たない高齢入居者の移動手段とし

てバスの利用に配慮が行われたことが想定される。ま

た，山地部の団地では，高齢世帯が必要とする福祉施

設までの距離が遠く，小中学校に関しては徒歩通学が

困難な団地も存在することから，両タイプの世帯が継

続的に入居するのは難しいと云える。 

木造仮設住宅は単独住宅として利活用することで，

被災者の住宅確保としての役割を果たすと共に，宇城

市のような既存の公営住宅等に入居できない人やペッ

トを飼育している者への対応も可能となっている。こ
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のように誰も取り残さないための価値が木造仮設住宅

を継続利用することにはあると考える。また，継続利

用を踏まえた仮設住宅の立地を検討する際には，入居

する世帯属性と周辺環境を考慮した配置計画を行い，

仮設住宅建設時に周辺施設の利便性が低い立地の場合，

別の敷地を確保できるならば，現地の他に移設による

利活用の選択肢も想定することが重要であると考える。 
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注釈 

注1)  ここでいう単独住宅とは，県から無償譲渡をさ

れ，市町村が国の補助を受けることなく，単独で

住民に賃貸するための住宅とする。 

注2)  熊本県の 11 市町村から仮設住宅を利活用した各

公的住宅団地の入居率，高齢世帯率，単身世帯

率，被災・一般世帯率の 5 項目の回答を得た。 

注3)  木造仮設住宅を現地利活用している市町村に益

城町は含まれるが，益城町においてはバリアフ

リー型仮設住宅が整備，利活用されており，他の

市町村とは用途が異なるため，今回の対象地から

は除外している。 

注4)  国土交通省の国土数値情報(参考文献 7)から，病

院(内科を含む病院のみ)，診療所，保育園等(幼稚

園を含む)，郵便局，役場，小学校，中学校，福

祉施設，バス停の 9 施設，i タウンページ(参考文

献 8)から，コンビニ，スーパーマーケット，銀行

等(信用金庫を含む)の住所データを得た。 

注5)  転用住宅，公営住宅の家賃については，各間取

りの最低金額が定められている場合その最低金額

を回答してもらい，定められていない場合は収入

分位 I の場合の最低金額を回答する形式である。 

注6)  利用圏域の算出方法は，まず，団地からの徒歩

圏を国土交通省が定める 800m(参考文献 12)，人

間の歩行速度を 70m/分とし，人間が 800m 歩く際

にかかる時間を算出(約 12 分)。次に，自動車に

よる利用圏域を算出するため，自動車の移動速度

を 30km/h とし，前述の人間の歩行時間と乗じ，

利用距離を算出した。 
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